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第 4　 女性の職業生活における 
活躍推進計画（再掲）

第二次男女共同参画推進計画のうち、女性の職業生活における活躍の推進に係る事業を
再掲上します。

1 　女性の職業生活における活躍を推進するための支援
女性が職業生活で活躍できるよう、企業や働いている又は働きたい女性を支援します。

⑴　ワーク・ライフ・バランスの推進に取り組む企業への支援
女性が働きやすい職場づくりに向け、ワーク・ライフ・バランスの推進に取組む企業を支援
します。
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⑵　働いている又は働きたい女性への支援
仕事や就職に関する相談や講座等により働いている又は働きたい女性を支援します。



22

2 　女性の職業生活における活躍を推進するための環境整備
女性が職業生活において活躍できるよう、男女とも仕事と家庭生活の両立をはかるための環
境整備を進めます。

⑴　男性の意識と職場風土の改革
男性の家事参画を促すための講座や、ワーク・ライフ・バランス推進の機運を高めるための
啓発・情報提供を行います。
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⑵　子育て支援・介護支援のための環境整備
子育てや介護を支援するサービスを提供し、女性が働きつづけられるための環境整備を行い
ます。
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⑶　ハラスメントのない職場の実現
セクシュアル・ハラスメントやマタニティハラスメントなど職場におけるハラスメントを防
止し、女性が働きやすい職場づくりに向け、啓発・情報提供を行います。
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3 　推進体制
女性の職業生活における活躍推進計画を着実に実行するため、第二次男女共同参画推進計画
と一体的な推進体制を整備します。


